
スターティア訪問サポート規約 新旧対照表 

変更前 変更後 

第 11条（契約期間、解約違約金） 

（略） 

第 10条（契約期間、解約違約金） 

（略） 

２． 本契約の満了日の 1 カ月前までに当社又はお申込者のいずれか

らも、相手方に対して特段の意思表示がないときは、本契約は、同一条

件にて 1年間自動更新されるものとし、以降も同様とします。 

２． 本契約の満了日の 1 カ月前までに当社又はお申込者のいずれか

らも、相手方に対して特段の意思表示がないときは、本契約は、同一

条件にて 1カ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。 

（略） （略） 

制定日 ２０１９年１０月 １日 

改訂日 ２０２２年１０月 ７日 

改訂日 ２０２３年 ６月１９日 

 

制定日 ２０１９年１０月 １日 

改訂日 ２０２２年１０月 ７日 

改訂日 ２０２３年 ６月１９日 

改訂日 ２０２３年１２月２５日 

 

以上 


